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平成３０年度第１回尾張旭市子ども・子育て会議録 

 

１ 開催日時 

  平成３０年５月３１日（木） 

  開会 午後１時１５分 

  閉会 午後３時００分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 ３階 講堂１ 

３ 出席委員 

  矢藤誠慈郎、金森俊輔、石田洋子、速水一美、加藤多美、水野寿美代、神野み

つ美、梶川喜和子、冨田紀子、小板信行、泉原沙弓、清水真奈  １２名 

４ 欠席委員 

  近藤信綱、加藤昌恵  ２名 

５ 傍聴者数 

  ０名 

６ 出席した事務局職員 

  こども子育て部長 阿部智晶、こども未来課長 松野宏美、 

保育課長 加藤剛、保育課指導保育士 加藤初代、 

こども課長 後藤收、こども課子育て支援室長 三浦明美、 

保育課長補佐 齊塲哲也、こども課こども係長 小椋基美、 

こども未来課こども政策係長 久野善之、 

こども未来課こども政策係 竹内雄紀 

７ 議題等 

⑴ 保育園、放課後児童クラブの入園状況について 

⑵ 子育て支援施策の検証について 

⑶ 認定こども園の普及促進に関する対応方針について 

８ 配布資料 

 ・保育園、放課後児童クラブの入園状況について・・・資料１ 

・子育て支援施策の検証について・・・資料２ 

・認定こども園の普及促進に関する対応方針について・・・資料３ 

９ 会議の要旨 
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（発言者名） （発言内容） 

事務局（部長） 皆様、こんにちは。 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうござい

ます。 

定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度第１回尾張

旭市子ども・子育て会議を開会させていただきます。 

私は、今年度からこども子育て部長を勤めています阿部と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

本日は、平成３０年度の第１回目の会議でございます。委員の

所属団体等における役員改選等に伴いまして、当会議委員も新旧

交代された方がみえますので、事務局からお伝えいたします。 

事務局 

（こども政策係長） 

前回会議を持ちまして、退任された委員の方々です。 

愛知県瀬戸保健所の原口浩美委員。 

尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の伊達里美委員。 

尾張旭市地域活動連絡協議会の酒井美幸委員。 

以上、３名の方が退任されました。 

次に、新たに委員となられる方を御紹介いたします。 

お名前をお呼びしましたら、簡単に一言御挨拶をお願いしま

す。 

愛知県瀬戸保健所から石田洋子委員。 

尾張旭市地域活動連絡協議会から梶川喜和子委員。 

本日は欠席してみえますが、尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議

会から加藤昌恵委員が新たに委員となられました。 

なお、任期途中に交代した委員の任期は、本会議条例第４条第

２項に基づき前任者の残りの任期となり、平成３１年１０月末ま

でが任期となります。 

新たに委員になられた皆様には、在任委員の紹介を机上の名簿

配布で代えさせていただきますのでよろしくお願いします。 

事務局（部長） 続きまして、本年度の事務局を紹介いたします。人事異動によ

り、新たに事務局職員となりました３名を紹介します。 

こども子育て部長 阿部智晶です。 

こども課こども係長 小椋基美です。 

こども未来課主事 竹内雄紀です。 

以上の３名が新たに事務局職員を務めますのでよろしくお願

いします。 

その他の事務局職員につきましては、机上の名簿配布により紹

介させていただきます。 
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事務局（部長） 次に欠席委員について報告をいたします。 

近藤信綱委員、加藤昌恵委員から本日の会議を欠席される旨の

連絡がございました。 

本日の出席委員は１２名で、過半数以上の出席をいただいてお

ります。従いまして、本会議条例第６条第２項の規定による定足

数に達しております。 

なお、この会議は公開しておりますので、傍聴席を設けるほか、

会議録を作成し、市ホームページ等で公表してまいりますので、

委員の皆様には御了承いただきますようお願い申し上げます。 

それでは、以降の会議の進行につきまして、議長である矢藤会

長にお願いいたします。 

会長 それでは、これより、私が会議を進めてまいりますので、委員

の皆様よろしくお願いします。 

 児童福祉法の第１条には、全ての子どもの権利の保障が謳われ

ており、第２条では子どもの最善の利益を優先するよう国民全員

が努めることとされております。 

平成２７年度から始まった子ども・子育て支援新制度は、それ

を具体化するための制度であり、全体的な子どもへの支援につい

て、計画や施策等への意見を出し、市の行政に役立ててもらうの

がこの会議の趣旨であります。 

 子ども・子育て会議は国にも設置されており、各自治体にも設

置されることになっております。皆様、様々な立場があると思い

ますが、それぞれの立場から意見をいただき、尾張旭市の子ども

の最善の権利を保障するための議論を進めてまいりたいと考え

ておりますので、御協力をお願いいたします。 

本日は、午後３時を終了時間の目安に進めていきたいと思いま

すので、積極的に忌憚のない発言を頂戴したいと思いますが、で

きるだけ簡潔にしていただきますよう、御協力をお願いいたしま

す。 

それでは以後、事前に配布しております次第に従い進めてまい

ります。 

議題（１）「保育園、放課後児童クラブの入園状況について」

事務局から説明をお願いいたします。 
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事務局 

（こども政策係長） 

議題の⑴「保育園、放課後児童クラブの入園状況について」資

料１を用い、平成３０年４月時点の保育園、放課後児童クラブの

状況についてお伝えいたします。 

上段が保育園の状況で、表は平成２６年度から平成３０度まで

の５年間の状況を記載しており、１段目が年度、２段目は新規の

申込者数、３段目は待機児童数、４段目は待機児童が発生してい

る３歳未満児の受入定員の拡充数を記載しています。 

表の下の黒丸の１点目、新規申込者数は、概ね横ばいで推移し

ています。黒丸の２点目、待機児童数については、平成２７年度

の３４人が最も多く、徐々に減少し、平成２９年度は１５人でし

た。平成３０年度については、人数がまとまっておりませんので

横バー表示にしていますが、待機児童の解消には至っておらず、

概ね平成２９年度と同数程度となる見込みです。 

黒丸の３点目は前年度と比べた定員の増加状況です。新たに開

設した小規模保育事業所、旭前わかば保育園の定員が１９人増、

あさひちいさないえほいくえんの定員が４人減りましたので、前

年比では１５人の増となります。 

次に下段が小学校の放課後児童クラブの状況で、表の構成は保

育園と同じです。 

本市における放課後の居場所としましては、公立の児童クラブ

と民間運営の学童クラブの２種類がありますが、この表の数字は

公立児童クラブのみの状況となっておりますので、御承知置きく

ださい。 

表の下の黒丸の１点目、申込者数は毎年増加しており、平成２

６年度から約２８０人増加しています。 

表の三段目、待機児童数は平成２９年度の１４人から２３人増

加し、３７人が４月時点の人数となります。表下、黒丸の２点目

で内訳を記載しております。旭・東栄・本地ヶ原の３小学校区で

内訳の人数が生じていました。 

少し目を上に戻して、※印が２つあります。 

１つ目が公立児童クラブの定員拡充状況で、三郷小学校区では

既存の専用棟に加え、新たに校舎内の家庭科室を共同利用するこ

とで３５人の定員を増やしました。これにより、三郷小学校区で

は待機児童を解消することができました。 

下段、本地原小学校区では恒常的な定員増ではありませんが、

夏休み枠を設けることで、通常時の申込みを抑えることができな

いかということで、約４０人分、夏休みの専用枠を設けます。 

※の２つ目は民間学童クラブの定員拡充状況です。 
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事務局 

（こども政策係長） 

城山小学校区のあおぞら学童クラブでは、既存施設の２階を改

修し約４０人の定員増を、旭小学校区では、同校区で民間学童ク

ラブを運営していた事業者が、追加で学童クラブ１箇所を新設

し、約４０人の定員を増加しました。 

一番下の黒丸です。公立民間を合わせた定員増加は、約１１５

人となりました。 

民間学童クラブの定員拡充数がはっきりした数字ではなく、

「約４０人」としている理由は、学童クラブの運営単位は「概ね

４０人」となっておりますが、申し込んだ全ての子どもたちが毎

日利用するのではなく、曜日により利用者が異なる場合もありま

すので、４０人を超えて登録を受け入れているところがありま

す。そのため「約４０人」と表現しております。 

会長 ありがとうございます。この件と関連しますので、本日追加で

配布のありました幼稚園の状況も続けて説明をお願いします。 

事務局 

（こども政策係長） 

追加資料、幼稚園の状況を説明させていただきます。 

小学校就学前の子どもが利用する教育・保育施設としては保育

園、幼稚園があり、幼稚園の状況も見なければ市全体のことを考

えるのが難しいと思いますので、取急ぎ平成３０年４月時点の市

内４つの幼稚園、市外で尾張旭市民の利用が多い幼稚園の状況を

まとめました。 

上段が尾張旭市内にある幼稚園の状況です。 

市内には、愛英本地幼稚園、旭富士幼稚園、しらぎく幼稚園、

東春暁幼稚園の４つの幼稚園があります。 

幼稚園名の横に「認可定員数」を記載しておりますが、この人

数は開設当時の定員数でして、実際の受入定員に関しては、県の

私学振興室と調整しながら調節しておられると聞いております

ので、認可定員数が受入可能な子どもの人数ではありません。

徐々に利用者が減少してきているという状況があると伺ってお

ります。 

４月時点におきまして、愛英本地幼稚園は１６３人の児童が利

用しており、内７０人が尾張旭市の児童です。その他３園の状況

は表のとおりです。 

下段は市外の幼稚園の状況です。利用人数の見方は、先ほどと

同様です。幼稚園については、市域を超えて選択でき、バス送迎

も実施しておりますので、隣接する名古屋市や瀬戸市の幼稚園を

かなりの人数が利用している状況です。 

なお、この資料の市外幼稚園は主なところのみを記載してお

り、幼稚園の利用総数とは異なりますので御注意願います。 
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会長 ありがとうございました。ただ今の事務局の説明について、何

か御質問・御意見等があればお願いしたいと思います。 

本市では、待機児童の解消に向け、新制度で認可事業とされた

小規模保育事業の整備を進めてきておりますが、そうしたことを

保護者に周知されているのでしょうか。 

神野委員 保育課には保育コーディネーターが配置されているとお聞き

しました。その方が保育園や幼稚園のことについて保護者の方の

対応をしてみえるとのことでした。 

会長 利用者支援事業のことになるのでしょうか。 

事務局（保育課長）  利用者支援事業とは異なり、本市独自の事業として保育士資格

を持った嘱託職員を配置しています。御家庭のことや働き方など

をお聞きしながら、保育園などについて相談者の状況に寄り添っ

て相談、助言を行っています。 

会長 そのことの案内はどこかにありますか。 

事務局（保育課長） 朝９時から午後４時まで電話でも窓口でも相談していただけ

る旨を市の広報誌に掲載しています。 

小規模保育事業などについても、相談をいただきましたら、空

き状況などをも含めて御案内しています。 

会長 市の広報誌以外に周知方法はありますか。 

事務局（保育課長） 今の保護者の方はホームページを御覧になられることが多い

と思いますので、そちらにも園の情報などを載せています。ただ、

空き状況などは日々変動しますので、掲載していません。 

あと、本日配布しております「のびざかり」という情報誌にも

保育園に関することが載っていますので、それをお渡ししながら

案内を行っています。 

会長  私からの意見です。こうしたことについて、より積極的な呼び

掛けが必要だと思います。 

 他市では、そうした情報やイベントなどのことも含めて「子育

てコンシェルジュ便り」といったものを毎月発行し、病院やショ

ッピングセンターの授乳室などといった、子育て中の保護者の目

に付きやすいところに設置しているところもあります。 

 市の広報やホームページを見る方は、既に関心をお持ちです。

ネグレクトや虐待が発生するとき、保護者は子育て支援に無関心

な場合が多く、自ら情報を取りにいくことをしません。本当に支

援が必要なところへ情報を届けることが必要です。保育所を利用

する保護者は、そうでない保護者に比べて不適切な養育が少なく

なる傾向があるという調査結果もあります。 

 積極的な情報周知を行うことが、より多くの子どもを救うこと

ができたり、健全な育成につながるのではないかと思います。 
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会長 そうした観点で、どこかに設置するだけでなく、何か困ったこと

があった時などにすぐ思い浮かぶよう、乳幼児全戸訪問事業など

の際に各家庭に配るくらい積極的に周知していただきたいと思

います。 

神野委員  そうした資料があれば、ファミリーサポートセンターで説明を

する際にも一緒に配布することもできるので検討してください。 

会長 ありがとうございます。積極的な御提案をいただきました。そ

の他にいかがでしょうか。 

事務局（部長） 本市では、保健福祉センターの中に母子保健や子育て相談など

の担当部署を集約しており、新しい事業として保健師、助産師を

子育てコンシェルジュとして配置したところです。 

そうした色々な職種の職員が、それぞれの立場の支援をより深

く理解し有機的な働き掛けができるよう、関係職員の情報共有会

を開催するといった取組も始めてまいります。先ほど会長から

「コンシェルジュ便り」という紹介もいただきました。市の取組

を保護者の皆様に伝えていくことは大切なことだと認識してい

ますので、御意見もいただきながら進めていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

会長 制度に関しては、専門的なところがあります。内閣府の作成し

ている子ども・子育て支援新制度のサイトを見ていただくと、一

般向けに非常に分かりやすいパンフレットがありますので、よろ

しかったら御覧になってください。 

清水委員 尾張旭市に転入する前は春日井市に住んでいました。 

春日井市では、働いていない母親であっても、兄弟の用事や通

院、リフレッシュなどのため、確か月１０日まで一時保育を利用

できる制度がありました。尾張旭市にはそうした制度が無く、児

童クラブ・学童クラブも親の就労が前提となっているので、急な

用事や、子供を連れていけない用事などがあるときに預けられる

施設が全くありません。待機児童が生じている状況で、それ以外

まで預かることが難しいことは分かりますが、母親の立場として

は、今後、就労だけでなく、母親のため、家族のためというとこ

ろに主眼を置いていただけるとありがたいと思います。 

また、春日井市では、小学校の放課後に「なかよしクラブ」と

いう、登録制で低料金の預かり施設があります。児童クラブより

は預かり時間が短いですが、就労でなくても利用できます。 

私は民間の学童クラブを利用しているのでいいのですが、児童

クラブほど遅くまで預かってもらう必要はないが、学校行事やこ

の会議のような社会活動に参加したいと思っても、子どもが１５

時に帰ってくるので参加が難しいという人もいると思います。 
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清水委員 １年生に鍵を渡して１人で留守番は難しいので、児童クラブま

では必要ないが、何かの必要が生じたときに預かってくれるサー

ビスを検討してほしい。そうすれば、保育園や児童クラブの定員

枠が助かる部分もあると思います。 

事務局 

（こども未来課長） 

本日の議題に関しましては、親の就労等を要件とするサービス

の対応についての説明となっております。 

制度的には、親の就労等の事由に伴う子ども預かりというとこ

ろからスタートしてきましたが、現在では、親の就労状況等に左

右されることなく、全ての子どもの権利を踏まえて居場所づくり

を行う必要があるという流れに動いてきています。 

国においても、厚労省と文科省が一緒になり「放課後子ども総

合プラン」という計画を掲げ、全ての子どもの居場所づくりを一

体的・連携して進める必要があるとしています。 

本市におきましても、こうした方針を踏まえて放課後の子ども

の居場所づくりを検討しようと考えております。昨年度も取組を

検討しましたが、今年こそはという意気込みで、子育て支援部門

だけでなく、教育委員会とも連携して検討を行い、今年度末まで

には方策を固めたいと考えております。 

会長 今日お配りいただいている「のびざかり」に一時保育のことが

いくつかの園で実施していると記載されています。 

事務局（保育課長） 一時保育については、私どもの周知不足があるかと思います

が、週３日以内くらいの就労であれば年間を通じて利用していた

だけます。それから、出産や入院の間だけ見て欲しいという方も

みえますので、連続する２週間以内の必要な期間という形であれ

ば、就労でなくても一時保育を利用していただけます。 

ですが、急に上の子どもが発熱したから下の子を預かって欲し

いというような場合、当日での対応はできないところが課題とは

思います。 

それから、保護者のリフレッシュということでは、直営の保育

園では実施していませんが、民間運営のレイモンド庄中保育園で

は独自事業としてリフレッシュの一時保育を実施しています。そ

うしたことについても周知に努めてまいりたいと思います。 
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会長  今の話をお聞きして思うのですが、他市では一時保育をもっと

実施しているところもあるわけで、本市も実施できる余地がある

はずだと思います。 

 清水委員の発言のとおり、今の施策は働いている方に注目して

制度が整備されてきたものですから、全ての子どもの最善の利益

を考えた場合、誰でも子育てしやすいということが非常に重要に

なります。女性が働いていて何か言われる、逆に専業主婦は肩身

が狭いとか、これはいずれもよろしくないわけです。生活の中で

どのような形であっても、どのような突発的なことであっても行

政が対応できるような、昔は村社会で支え合っていたところがあ

りますが、そうした状況でない中で尾張旭市に引っ越してみえた

方々を市として対応できるような形を工夫する余地があるので

はないかと思います。そうでなければ、子育てしていることは本

当にストレスになってしまう。 

 出来ることからでいいので、出来る工夫は速やかに進めてもら

いたいと思います。 

水野委員 私は学童クラブ連絡会として会議に出てきております。 

現在、民間学童クラブでは就労証明をいただいていません。ま

た、週当たりの利用日数についても、民間学童クラブは週１日利

用から可能です。ですので、ただ今の件について対応できていま

す。 

私たちは、子どもの居場所づくりを本当に大切考えていますの

で、保護者の方の都合に合わせて利用していただくのがいいと思

っています。 

就労を要件に考えると、会社を午後５時に終えて、３０分後に

迎えに来ることができるということになりますが、私たちは、ち

ょっと一息お茶でも飲んで、心にゆとりを持って迎えに来てくだ

さい。午後７時まで待っていますということをアピールしていま

すが、私たちもまだまだＰＲ不足かなと思います。 
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清水委員 私は学童クラブを利用しているので、そうした学童クラブの姿

勢などをよく知っています。 

公立の児童クラブは３年生までで定員が溢れ、４年生になると

出て行かなければいけないとよく聞きます。前回の会議で水野委

員から４年生になったら自宅で留守番ができるように子ども達

を支えていくという話がありましたが、それでは私の家は難しい

と判断して民間の学童クラブに１年生から入れる選択をしまし

た。ですが、民間は費用が随分高くなってしまいます。 

私は東栄小学校区に住んでいるのですが、東栄校区には民間学

童が多いので、公立児童クラブに力を入れてもらえていないと思

います。他の小学校区のように公立で全てを受け入れるようなこ

とは無さそうと思うんです。ですが、公立の方が利用料が安いの

で公立に預けることができるようお願いしたいと思います。 

会長 恐らく全体のグランドデザインのようなものが必要で、民間さ

んも財政的に厳しい中で運営していると思いますが、そうしたと

ころに市から財政的な補助を行えば補助者の負担は減らせると

思います。これは、そのための財源をどうするかということとセ

ットで考える必要がありますが。 

様々な条件がある中で、全体に目配りしながら、財政的なこと

も含めて、今後の検討を進めてほしいと思います。また、そうい

ったこともこの会議の中で議論できればと思います。 

事務局 

（子育て支援室長） 

後ほどお伝えしようと思っておりましたが、本日お配りしてい

る「のびざかり」という冊子ですが、これは、子育てに役立つ情

報を提供するため作成しています。中ほどのページを御覧になっ

ていただきますが、急なお子様の対応や保護者がリフレッシュし

たいときに利用していただけるサービスとして「ファミリーサポ

ートセンター」という制度もあります。費用は１回７００円必要

ですが、市として全く対応が考えられていないのではなく、少し

かもしれませんが、お役に立てるような制度もありますので、御

利用いただければと思います。 

会長 それでは、議論が絶えないところですが、次の議題も重なると

ころがあると思いますので、次の議題に移らせていただきます。 

議題の⑵「子育て支援施策の検証について」につきまして、事

務局から説明をお願いします。 
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事務局 

（こども政策係長） 

議題の⑵「子育て支援施策の検証について」です。 

昨年度、市内部の検討として、「こども子育て部」だけでなく、

広く健康関連部局や教育委員会なども含め、子育て支援に関連す

る事業の実施状況を調査、分析いたしました。 

この検証を行った目的です。大きくは３つあり、⑴妊娠・出産

から就学後までの子育て支援施策の検証、⑵その検証結果から、

本市の強み弱みを洗い出し、⑶検証結果を帯状にまとめ、取組を

可視化し、計画的な取組につなげるというものです。 

検討結果報告書で別添の資料を、事前に送付させていただきま

した。時間の都合もありますので、検討結果の冊子から抜粋で説

明をいたします。 

1ページの中ほど、子育て支援に関連する事業数は、最終的に

一番下の１８９事業になりました。それを全て羅列するだけでは

分かりにくいので、２ページで１８９の事業の中から、子どもが

参加できるイベント、子どもが利用できる主な公共施設、子育て

支援以外の事業に付随する啓発事業の３種類を抽出しました。 

３ページからは、２ページで抽出した以外の事業を９つに分類

し、分析を行いました。 

一部紹介します。４ページには、保育園を代表とする子どもの

預かり事業と、母子保健や健康管理を掲載しています。横棒のバ

ーチャートが対象となる年齢を示しています。乳幼児期に手厚

く、小学生以降は空白が多くなることが見て取れます。６ページ

に飛びます、下段、クが義務教育関連の事業です。広い意味で見

ると居場所づくりや健康管理に関する事業も含まれています。４

ページと６ページを見比べますと、支援の種類として不足がある

ということではございませんが、対象年齢で乳幼児期と小学校就

学以降で区切りが見て取れます。市としましては、対象年齢に違

いがあっても、継続的な支援が必要な場合には、関係する部署同

士での連携を図る必要性を再確認したところです。 

 内部検討結果として、２つ挙げています。 

１、現在実施している子育て支援に関連する事業で他市等と比

べても不足しているようなものはない。今後、見直し等が適切に

実施できるよう、国の政策等に注意しておく必要があるというこ

と。２、検討を行う過程で、市の職員であっても把握できていな

いような個別の事業もありましたので、従来からの広報や市ホー

ムページだけでなく、ＳＮＳなど新たなツールも活用し、積極的

な情報発信に務める必要があるということです。 
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事務局 

（こども政策係長） 

今回の検討では、事業の有る無しという大きな尺度で検討をい

たしましたので、例えば、保育園で保育を実施しているという点

では他市町村と同様ですが、更に細かく、保育の時間はどうか、

障がいのある子どもの保育はどうかという比較までは実施して

いません。 

細かな事業の実施内容というより、大きな尺度で検討した結果

ということで、御報告させていただき、委員の皆様から御意見を

いただければと考えております 

会長 それでは、ただ今の事務局の説明について、何か御質問・御意

見等があればお願いしたいと思います。 

私から確認ですが、これは尾張旭市にはこうした子育て支援施

策があるという全容の確認をしたということでしょうか。 

次期事業計画の策定に向けて、各サービスが量のニーズを満た

しているか見ていくのですが、それとは別で考えてよいですか。 

事務局 

（こども未来課長） 

事業計画とは別で、子育て支援施策だけなく、幅広く全市的な

検証に取り組んだものです。 

会長 少し説明しますと、子ども・子育て支援事業計画では、保育園

や病児保育など子育て支援事業の量の見込みとその確保の方策

について、現状を把握・分析し、次の５年間の事業計画につなげ

ていくことになるのですが、今回の検証は、それとは別で子育て

支援事業以外も含めて、子育て支援に関わるものの全体を把握し

ようということの情報提供という理解でお願いします。 

事務局 

（こども未来課長） 

先ほどの議題でも話題になっていましたが、他市では実施して

いるのに本市では未実施というようなことがないか確認するた

め作成したものです。 

会長 ありがとうございました。それでは何かありましたら。 

事務局 

（こども未来課長） 

お手元の「のびざかり」は、主に母子保健、子育て支援の御案

内となっています。それに加え、市全体で子育てに関わるもの、

教育などまで含めた形となっています。 

会長 随分意欲的に取り組まれたと思います。市役所内の部署の枠を

超えて全てを把握しようとしたことは評価すべきことと思いま

す。 

まずは、報告を受けたということで、意見等があればこの後、

次回も含めお尋ねいただけばよろしいかと思います。 

先を急いですいませんが、もう一つ議題がありますので、そち

らに移りたいと思います。 

（３）「認定こども園の普及促進に関する対応方針について」

につきまして、事務局から説明をお願いします。 
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事務局 

（こども政策係長） 

 議題の⑶「認定こども園の普及促進に関する対応方針につい

て」です。 

本市には、現状、認定こども園はない状況ですが、今後、認定

こども園を設置したいというようなことがあった場合の対応方

針を定めましたので、御報告させていただきます 

認定こども園の概要は、事前に送付した資料３別添冊子の２ペ

ージを御覧ください。 

内閣府資料の引用ですが、真ん中あたりの大きな丸のところ

で、就学前の教育、保育を一体として捉え、一貫して提供すると

いうことで、教育を担っていた「幼稚園」と保育を担っていた「保

育所」の両方の良さを併せ持った施設とされています。 

資料３を見ていただき、１の基本的な考え方ですが、本市では、

目指す姿に掲げる３点を踏まえまして、認定こども園の普及促進

を図ることを基本としたいと考えております。 

普及促進を図ることを基本としますが、２の普及促進する認定

こども園では、４つある認定こども園の類型とその運営主体の表

中で、類型は幼保連携型認定こども園、運営主体は社会福祉法人

を除いた部分を薄く色付けしています。 

次の⑴で認定こども園の類型があります。４つある認定こども

園の類型について簡単に説明しますと、幼保連携型認定こども園

が一般的にイメージし易い、同一の施設で教育・保育・子育て支

援の機能を持つ型になろうかと思います。幼稚園型は幼稚園に保

育所の機能を備える型。保育所型は保育所の幼稚園の機能を備え

る型、地方裁量型は、いわゆる認可外施設が認定こども園として

の機能を備える型となります。 

この類型のうち、本市では、保育園の待機児童が生じている状

況、市内にある４つの私立幼稚園の利用状況なども踏まえまし

て、当面の間は既存保育所から認定こども園への移行は実施せ

ず、新規設置と既存幼稚園からの移行を優先的に促進するものと

する。そして、普及促進する類型は、幼保連携型を原則として、

幼稚園からの移行については、幼稚園型も選択可能とすることと

しました。 

 その運営主体は、新規の場合は社会福祉法人を原則とすること

としております。 

対応方針としましては、国の制度等も踏まえつつ、本市の状況

を整理し、当面の間ということで、定めたものと御理解いただき

たいと思います。 

会長 ありがとうございました。ただ今の方針の説明について、御意

見、御質問があればお願いします。 
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加藤委員 保育園から認定こども園への移行を行わない理由として、保育

の定員が充足していないということが挙げられていますが、教育

の定員となる１号認定は３歳以上なので、保育の不足について説

明をお願いしたいです。 

事務局 

（こども未来課長） 

 待機児童が生じていることを理由としていますが、待機児童は

３歳未満児で生じており、３歳以上の１号認定との関係も承知し

ておりますが、定員については面積の要件がありますので、面積

的に可能であれば、未満児の対応に回したいということで、御理

解をお願いしたいと思います。 

会長  待機児童がある状況では、保育の定員を増やしたいということ

ですね。保育所が幼保連携型認定こども園になると教育の定員枠

が設けられますが、それでは保育の定員が増えず、待機児童の解

消につながりません。新規の認定こども園であれば待機児童の解

消にもつながるという考え方ですよね。 

事務局 

（こども未来課長） 

既存の保育園が移行する場合、教育の定員を設けるための面積

を確保する必要があるわけですが、それができるのであれば、む

しろ保育の定員を増やしてほしいという考えです。 

 ３歳未満児と３歳以上ということで加藤委員が疑問をお持ち

ということでしょうか。 

加藤委員 切れ目のない支援という視点からですが、現在、保育園を利用

する保護者が第２子を妊娠・出産、育児休業を取得すると退園し

なければなりません。保護者は、そうならないように、生まれる

時期を計算してまで子育てをしてみえる状況です。 

そんなとき、満３歳以上であれば１号認定に移行して園に残る

ことができれば、切れ目のない支援につながるのではないかと感

じました。 

会長 私はこういう制度のことが専門なのですが、子ども・子育て支

援新制度は待機児童の解消と幼児教育・保育の一体的提供という

ことを狙った制度ですが、幼保の一体的提供のメリットは国際的

に共有されていて、制度が分かれているのは日本と韓国ぐらいな

んです。アメリカは多様すぎて括れませんが、基本的には財政的

にも一体で、資格・免許も同じというのが国際的な標準です。 

なぜ一体的がいいのか、認定こども園がいいのかと言うと親の

就労状況に関わらず子どもが同じところで育っていけるという

ことなんです。 

つまり、地域の子どもが保育園、幼稚園で違う施設に通ってい

て小学校になって全体が集まって、ではなくて、地域の全ての子

どもが幼児期から同じところで仲間として育っていけるわけで

す。 
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会長 幼児期に利用した施設の違いでいじめにつながるということ

もありません。ずっと一緒に育っているので。だから、親の就労

に関わらず質の高い教育・保育を提供する認定こども園を作ろう

というのが大きな柱になっています。 

もう１つの柱が待機児童の解消になりますが、保育園が認定こ

ども園へ変わり、幼稚園的な利用をする方が増えれば、地域の中

で従来どおりの幼稚園を利用する方は減ってしまい、経営を圧迫

するという問題もあります。ただ、認定こども園の本来の趣旨は

量を確保することだけでなく、全ての子どもが一緒に育つという

ことを考えたとき、認定こども園への移行で、どちらかだけを制

限することには、それを妨げていいのかと私は思います。国とし

ても待機児童の解消が全面にありますが、一方で子ども・子育て

支援新制度の施行から５年間は、認定こども園への移行を自治体

は妨げないという方針も出されています。ただし、実際には抑制

をしているところ、どんどん進めているところもあります。です

ので自治体の方針によるところもあります。尾張旭市の子どもた

ちにより良い幼児教育・保育を提供しようという時に、条件を付

けてどうかということを考えたいと思います。 

金森委員 今までの意見を聞いており、現実的には保育園から移行するこ

とは困難な面があるというのは、何となく分かりました。 

となると、現実的に社会福祉法人を立ち上げるところから始め

るのは大掛かりで大変なことだと思いますので、幼稚園からの移

行も現実的には考えていかなければならないだろうと推察する

のですが、現実に園児数が少なくなり経営的にも大変になってき

ている中で、大改革をして、保育の場所や職員の確保、その他に

も大幅な経費が見込まれる中、こんな条件であれば積極的に考え

ていいという意見が出されていたり、あるいは、今後意見を聞く

機会を設けていくなどの考えはあるのでしょうか。 
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事務局 

（保育課長） 

平成２７年度、子ども・子育て支援新制度が始まったタイミン

グで、それまで教育委員会で担当していた幼稚園に関することを

保育課が担当することに市役所内部でも変更がありました。 

その後、年１、２回、各幼稚園の代表の方との意見交換の場を

設けております。そういった中で、金森委員も言われるとおり私

立幼稚園にとりましては、経営ということも大事な部分ですの

で、幼稚園によっては、本来の３歳児クラスより早い段階、満３

歳からの預かりを実施しているところもあります。それから、幼

稚園は終わりの時間が早いのが基本なんですが、長く預かってほ

しいニーズがあるので、午後５時や６時まで預かり保育を実施し

たり、一部では夏休みも預かりを実施する園も出てきています。 

幼稚園としては、３歳以上のお子さんを預かるノウハウはある

が、３歳未満児になると、オムツが取れていないお子さんの見守

りなど、実際には難しいという意見も頂いています。そうした部

分が実施できるようになると良いと思いますが、園によっての温

度差もあると感じています。 

他市では、先ほどの長時間や夏休みの預かりに対して独自の補

助を実施しているところもありますので、参考にしながら本市で

どうしていくといいのか、幼稚園側とも話しながら考えていきた

いと思っています。 

会長 今のところ、具体的に手を挙げているところはないということ

でしょうか。 

事務局（保育課長） そうですね。具体的にというと難しいですが、しらぎく幼稚園

さんは、長時間や夏休みの預かりもしてみえますが、その他の園

は、そこまで拡大はちょっとというところがあります。 

事務局 

（こども未来課長） 

本日は欠席してみえますが、近藤委員が理事長を務めてみえる

旭富士幼稚園さんも今年から夏休みの預かりを試行的に実施し

てみえます。日数は７月中までなので短いのかもしれませんが、

まずは出来ることから始めていくというお話でした。 

事務局（保育課長）  先ほど担当から幼稚園の入園状況をお伝えしましたが、本市と

名古屋市の市境にあるひまわり幼稚園さんは、住所は名古屋市で

すが尾張旭市民の利用も非常に多い状況です。 

 人気の理由として、長い時間預かってもらえるということがあ

ると私どもも思っております。時間外と夏休みの預かりのニーズ

が非常に高いのかなと思っております。 
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会長  少しテクニカルな話ですが、子ども・子育て支援新制度では、

幼稚園も保育園も認定こども園も一括して内閣府から補助金等

を出すことになったんですが、それまでどおりに文部科学省の補

助である私学助成金や幼稚園就園奨励費による運営を続けると

いう選択肢も残されており、まだ多くの幼稚園がそちらに残って

いるんです。 

 違いとして、文部科学省からの補助は一括して渡されて、その

使途は自由と言えば自由なんです。そして、内閣府の補助に移る

と、子どもや先生の数により手厚く補助が行われる制度になって

います。ただし、試算では園児数が５００人のような大規模幼稚

園では、従来の制度よりも補助が少なくなるんです。これは全国

的な少子化で園児数が減少し、定員規模の小さな幼稚園が増えて

きているのですが、規模が小さくなっても子ども・子育て支援新

制度の中に入れば運営できるよう制度設計されているからです。 

 ですから、非常に規模の大きな園でなければ認定こども園にな

った方がメリットは大きいのです。実際にそうした声はお聞きし

ています。 

 それから、３歳未満児のノウハウのお話がありましたが、幼保

連携型認定こども園では、幼稚園教諭と保育士両方の資格を持っ

た保育教諭が子どもを見ますので、ちゃんと未満児の保育が出来

る人を雇用する制度になっていますので、今まで幼稚園の先生だ

った人が急に赤ちゃんを見るということは基本的に無い前提で

す。片方の免許しかお持ちでない人には、もう片方の資格を取り

やすい特別措置もあります。 

 また、幼稚園の名前を残したいという話もお聞きしますが、園

の名前を残して認定こども園になることはできるんです。です

が、制度上は学校教育法による学校では無くなるので、そのこと

に拘られるケースもありますが、あるいは幼稚園のままで長時間

や３歳未満児を預かるなど、事実上は保育園にかなり近い対応を

しているところもあります。 

 その辺りは、地域により様々な事情もあります。例えば、地域

に幼稚園が無くて積極的に誘致した過去がある地域では、保育所

を認定こども園化すると幼稚園の経営を圧迫するのではないか

と懸念されたり、合併により大きな市域になったところでは、あ

っちこっちに行かなくても近くで親の就労に左右されず教育・保

育を受けられるところがあるということがいいということもあ

ります。 
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会長 それからもう１点、少し蛇足ですが、今は、保育所の保育指針、

幼稚園の教育要領、認定こども園の教育保育要領というそれぞれ

のガイドラインで３歳以上の幼児教育の部分は内容が揃えられ

ています。保育園は託児で幼稚園は教育という考え方は、もう違

っているという考え方を制度的にも担保されています。 

 そうした中で、幼稚園や保育園がどのような選択をしていくか

ということについて、できるだけ前向きに地域の子ども全てがよ

り良い教育・保育を受けられるようなことを考えながら、皆様の

意見も受け、方針についても見直したりしながら、やっていけれ

ばと思います。 

速水委員  一つ前の議題になってしまいますが、子育て支援事業の検証に

ついては、大変分かりやすく資料を作られたと思います。たくさ

んの資料があっても、先ほども意見がありましたが、市民に伝わ

っているかというところが重要だと思います。 

 ＳＮＳのことも言われましたが、市の子育て応援メールにはど

れくらいの人が登録しているのでしょうか。 

事務局 

（子育て支援室長） 

 数字については、資料を持っておりませんので正確にお答えで

きませんが、登録の案内は機会を見て行っております。 

 母子手帳の交付時や全戸訪問の際などにも案内しており、特に

必要と思われる方には、その場で登録をお願いしたりしていま

す。 

速水委員  小さな子どもには割りと情報が入りやすい環境があると思い

ます。子どもが小学生以降になっても情報が入りやすい環境にで

きるようアピールというか、やっていってほしいと思います。 

会長 登録はＱＲコードで読み込めますか。 

事務局 

（子育て支援室長） 

はい、印刷がしてあります。 

会長 なるほど、そういう手間が少ないほうが、これいいよねとなり

やすいと思います。 

神野委員 登録については、乳幼児全戸訪問の際に配るリーフレットに分

かりやすく記載されていて、これに登録するといろいろな子育て

支援に関する情報が配信されますと案内しています。 

会長 その他に何かあれば。 
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泉原委員 認定こども園の件ですが、既存の保育園からの移行は当面しな

いということでしたが、利用者からすると一番求められているの

はここなのかなと思います。 

私は、下の子が幼稚園を利用しています。時間も長く、夏休み

も預かりを利用できますが、それでも長期休暇期間はお弁当持参

になるのは、親にとって負担です。 

保育園は給食があるなど、いい面もありますが、小学校になっ

た後を考えると、少しでも教育に触れておいたほうがいいかなと

考え幼稚園を選択しました。 

今日知ったのですが、しらぎく幼稚園さんは長い時間の預かり

なども行っておられるということですが、お昼がお弁当なんで

す。親としては、できれば温かいものを食べさせてあげたいと思

います。 

やはり、保育園と幼稚園の違いといいますか、それぞれの良い

ところはあるので、もう少し歩み寄ると子どもとって良いものに

なるんじゃないでしょうか。 

事務局 

（こども未来課長） 

今回は、尾張旭市の現状を踏まえた上で方針を定めたもので

す。 

意見としていただいております、親の就労に左右されず、全て

の子どもの権利と、その養育といいますか、そういったことにも

着目し、より皆さんに求められる形を目指していければとも考え

ておりますので、ありがたい意見をいただきましたこと、お礼を

申し上げます。 

会長 継続的に話し合う必要があることだと思います。 

選択肢があることは保護者にとっていいことじゃないかとの

意見も頂戴しておりますので、そういったことも踏まえて子ども

たちが、どうやったら質の高い教育・保育を受けられるかという

ことを大前提にできればと思います。 

終了時間も迫っておりますので、まだ御意見もあろうかと思い

ますが、次回以降、引き続き議論していければと思います。 

今回の方針は当面のものということですので、今後、また皆様

の意見を聞きながら、考えていきたいと思います。 

本日の議題は以上になります。その他、事務局から何かありま

すでしょうか。 
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事務局 

（こども政策係長） 

日程について、御連絡いたします。 

今年度につきましては、次期計画策定に向けた作業も入ってま

いりますので、例年より多く、年４回の会議を開催したいと思い

ます。予定としては、９月、１１から１２月、年が明けて２月に

残りの会議を開催したいと思いますが、予定しています計画策定

に向けたアンケート調査の内容等について、国から手引き等を示

される時期によっては、開催時期も変更の可能性があります。 

開催回数が多いこともありますので、できれば早い段階で開催

日を決めておきたいと思いますので、現時点で分かる範囲で結構

です。本日お配りしました日程調整表の都合が悪い日に×印を付

けて、後日、事務局まで送っていただければと思います。 

それが整い次第、残り会議の日程を決めてまいりたいと思いま

すので、御協力をお願いします。 

会長 ただ今の連絡事項で確認等があればお願いします。 

加藤委員 日程はいつ頃示されますか。 

事務局 

（こども政策係長） 

６月の中旬には委員の皆様にお知らせしたいと考えておりま

すので、１週間程度で返信してくださいますようお願いします。 

会長 皆様協力をお願いします。 

本日は、長時間に渡って審議していただきありがとうございま

した。 

これをもちまして、平成３０年度第１回尾張旭市子ども・子育

て会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 



平成３０年度 第１回尾張旭市子ども・子育て会議次第 

 

日時 平成３０年５月３１日（木） 

                      午後１時１５分～ 

場所 尾張旭市役所 ３階 講堂１ 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

⑴ 保育園、放課後児童クラブの入園状況について      資料１ 

 

 

 

 ⑵ 子育て支援施策の検証について             資料２ 

 

 

 

 ⑶ 認定こども園の普及促進に関する対応方針について    資料３ 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

４ 閉 会 



氏　名 所属等 備考

矢藤　誠慈郎 岡崎女子大学

金森　俊輔 瀬戸旭医師会

石田　洋子 愛知県瀬戸保健所

速水　一美 尾張旭市小中学校長会

近藤　信綱 愛知県私立幼稚園連盟旭瀬戸支部

加藤　多美 社会福祉法人いしずえ会

水野　寿美代 尾張旭市学童クラブ連絡会

神野　みつ美 尾張旭市民生委員児童委員協議会

加藤　昌恵 尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議会

梶川　喜和子 尾張旭市地域活動連絡協議会

冨田　紀子 尾張旭市子ども会連絡協議会

小板　信行 日立ｵﾑﾛﾝﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

泉原　沙弓 市民公募

清水　真奈 市民公募

（順不同・敬称略）

氏名 所属・職名 備考

阿部　智晶 こども子育て部長

松野　宏美 こども未来課長

加藤　剛 保育課長

加藤　初代 保育課指導保育士

後藤　收 こども課長

三浦　明美 こども課子育て支援室長

齊塲　哲也 保育課長補佐

小椋　基美 こども課こども係長

久野　善之 こども未来課こども政策係長

竹内　雄紀 こども未来課こども政策係

尾張旭市子ども・子育て会議委員名簿

事　務　局



放課後の居場所づくり児童クラブの入園状況について 

 

１ 保育園の状況               （４月１日時点 単位：人） 

 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

申込者数 ５１１ ５１８ ５１７ ５２１ ５１５ 

待機児童数 ８ ３４ ２４ １５ － 

未満児拡充定員数 －１ ＋３２ ＋３９ ＋２８ ＋１５ 

   ● 申込者数は、概ね横ばいで推移。 

   ● 待機児童数は、平成２７年度の３４人から徐々に減少。 

   ● 平成３０年４月は、小規模保育事業所の新設で定員１９人増。定員

見直しで４人減。 

   

２ 児童クラブ（公立）の状況         （４月１日時点 単位：人） 

 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

申込者数 ４４８ ５２６ ５９３ ６４１ ７２９ 

待機児童数 １０ ３８ ３５ １４ ３７ 

拡充定員数 － － － ＋９５ ＋３５ 

※Ｈ３０児童クラブ（公立）拡充定員数の内訳 

三郷児童クラブ ３５人増 小学校生活科室を利用 

本地ヶ原児童クラブ 夏休み枠約４０人分 

※学童クラブ（民間）の拡充状況 

あおぞら学童クラブ（城山） 約４０人増 既存施設の２階を利用 

ひまわり学童クラブ（旭） 約４０人増 新設 

● 申込者数の増加傾向が続いている。 

   ● 待機児童の内訳                  （単位：人） 

校区 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

旭 １ １ ０ ８ １ １ １２ 

東栄 １ １ １ ７ ２ ２ １４ 

本地原 ４ ４ １ ２ ０ ０ １１ 

   ● 学童クラブ（民間）を合わせると、約１１５人の定員増。 

Ｈ３０．５．３１ 資料１ 



子育て支援施策の検証について 

 

 尾張旭市における子育て支援施策の実施状況について、平成２９年度に内部検討を行い、

検証結果としてまとめました。 

 

 

１ 目的 

 ⑴ 妊娠、出産から就学後までの子育て支援施策の検証を行う。 

 ⑵ 検証結果から、本市の制度の強み弱みを洗い出す。 

 ⑶ 結果を帯状にまとめて取組を可視化することで、計画的な取組につなげる。 

 

 

２ 内部検討結果報告書 

  別添のとおり 

 

 

３ 検討結果 

 ⑴ 決定的に支援対象に漏れがある事業は見当たらない。 

   ⇒ 既存事業について、国の政策や制度を取り巻く環境変化の動向を把握し、適切な

時期に見直しの判断ができるよう努める必要がある。 

 

 ⑵ 事業の認知度に課題あり。 

   ⇒ 既存の情報発信方法だけでなく、新たな情報発信ツールの活用を検討する必要が

ある。 

   

Ｈ３０．５．３１ 資料２ 



 

 

子育て支援策の全体的な検証と計画的な取組の推進 

こども子育て部内プロジェクトチーム検討結果 
 

 

～ 目次 ～ 
 

Ⅰ 検討の趣旨   …………………………………・…………………………………… 1 

Ⅱ 子育て支援に関連する事業の洗い出し  …………………………………………… 1 

 １ 子育て支援に関する事業調査   ……………………………………………………… 1 

 ２ 可視化に向けた事務事業の分析   …………………………………………………… 2 

Ⅲ 分析結果と提言  …………………………………………………………………… 8 

関係資料 （子育て支援関連事業一覧）   …………………………………………… 巻末 

   ※巻末資料は、検討結果に掲載した事業の詳細情報のため、重複する内容が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本資料について ■ 

● 本資料は、市長所信表明事項である「子育て支援策の全体的な検証と計画的な取組の推進」

について、こども子育て部内プロジェクトチームでの検討結果をまとめたものです。 

● 今後の子育て支援施策の参考とするため、子育て支援に関連する事業を帯状などにまとめ、

可視化したものです。 

● 幅広く子育て支援に関わる事業などの洗い出しに努めたものですが、子どもが対象に含まれると

いうことを幅広く解釈した場合、これ以外にも事業が存在する可能性はあります。 

 

こども子育て部内プロジェクトチーム 

平成30年3月 
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Ⅰ 検討の趣旨 
 

 ⑴ 検討の趣旨 

   市長所信表明事項である「子育て支援策の全体的な検証と計画的な取組の推進」についてに関し、子育

て支援部門だけでなく、他部門の実施する子育て支援に関連する事業を洗い出し、可視化することで、今後

の施策検討の参考とする。 

 

 ⑵ 検討内容 

  ◎ 本市における妊娠、出産から就学後までの子育て支援施策の検証 

  ◎ 検証結果から、本市の制度の強み弱みを洗い出す 

  ◎ 結果を帯状などで体系的にまとめ、取組を可視化し計画的な取組につなげる 

 

 

Ⅱ 子育て支援に関連する事業の洗い出し 
 

１ 子育て支援に関する事業調査                                       

 ⑴ 部内ＰＴによる「たたき台」の洗い出し 

   平成29年8月末時点において、全ての事務事業から子育て支援に関連すると思われる事業を確認 

事務事業数 689事業 

子育て支援に関連すると思われる事業数 133事業 

 

 ⑵ 庁内照会 

   上記の部内ＰＴ「たたき台」をベースに庁内照会を実施し、担当課などに確認と加除修正を依頼 

部内ＰＴ「たたき台」の事務事業数 133事業 

庁内照会後の子育て関連事務事業数 189事業 
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２ 可視化に向けた事務事業の分析                                     
⑴  イベント・公共施設などの抽出 

   子育て支援に関連する事業のうち、以下のカテゴリに分類されるものを抽出 

イベントの開催 公共施設の維持管理 他事業の啓発 

   ⇒ これらについては、子育て支援と無関係ではないものの、同列で並べることが困難なため別掲 

 

   ア 子どもが参加出来るイベントなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

「あさひ冬フェスタ」が開催されるようになったことで、「さくらまつり」、「たのしい夏まつり」、「市民祭」と

合わせて春夏秋冬の各季節にお祭りが開催されています。 

また、体育・文化面でも年間を通じてイベント・講座などに参加出来る機会が整えられています。 

 

   イ 子どもが利用できる主な公共施設 

保育園 児童館 

子育て支援センター 都市公園・ちびっこ広場 

文化会館 中央公民館・地区公民館 

体育施設（体育館、プール等） 小中学校の体育施設開放 

図書館 新池交流館 

城山コミュニティセンター 環境事業センター（リサイクル広場） 

多世代交流館  

      市内には、15の保育園や9つの小学校区それぞれにある児童館など、主な対象を子どもとしている施

設に加え、地域の拠点として活用している公共施設についても、子ども達が利用したり、講座などに参加

出来る環境が整えられています。 

 

   ウ 子育て支援施策以外の啓発事業 

納税推進 交通安全啓発 

男女共同参画推進 人権擁護啓発 

クリーンシティ推進 更生保護活動推進 

禁煙・分煙推進 農業振興 

地域工業振興 全国植樹祭啓発 

資源循環型社会 環境保全 

非核平和 下水道講座 

水の有効活用 普通救命普及 

消防啓発  

      子ども達が社会の一員であることを意識し、地域で活躍してくれることを期待し、様々な分野での啓発

事業の対象を子どもに特化した形であったり、子どもも含めた形で実施されています。 

名　称 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１．全市的お祭りなど

　　さくらまつり

　　健康フェスタ

　　たのしい夏まつり

　　市民祭

　　農業まつり

　　あさひ冬フェスタ

２．競技会・大会

　　市長杯争奪大会

　　市民体育大会

　　新春カルタ大会

ジョギング大会

３．講座・教室

　　史跡めぐり

　　公民館講座
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 ⑵ 分野別の検討 

子育て支援に関連する事業を以下の9つのカテゴリに分類し、分析を実施 

相談・見守り 現金給付・手当 保育・預かり・居場所の提供 

母子保健・健康管理 障がい児支援 医療費補助 

子育て支援団体支援 義務教育関連 その他 

 

   ア 相談・見守り 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの成長段階に応じて、健全な育ちを見守る仕組みが、概ね整っています。子どもや保護者が相

談できる窓口などがあります。 

出産前の期間に該当する事業はありませんが、この時期は、母子保健や医療費補助などの分野にお

いて支援事業が実施されています。 

      

      

   イ 現金給付・手当 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮への対応については、個々の事情に応じた切れ目の無い支援が行われています。 

また、学校で教育を受けることに関しては、年齢に応じ、就学についての支援が実施されています。 

  

 

 

 

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

かけこみ１１０番の
家事業

かけこみ１１０番の
家

青少年街頭相談
事業

不良行為青少年へ
の声かけ

青少年悩みごと相
談事業

電話・面談による相
談

青少年健全育成
推進・啓発事業

青少年健全育成推
進事業補助

地域自殺対策事
業

こころの健康相談

民生委員児童委
員事業

児童福祉調査委託

健康相談事業
保健師・栄養士によ
る相談

家庭児童相談事
業

DV相談等

子育て支援短期
利用事業

養育困難の保護・
養育

要保護児童対策
推進事業

要保護児童の早期
発見・対応

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

生活保護業務

扶助費の支給（教
育扶助、出産扶助、
生業扶助、妊産婦
加算、児童養育加
算、母子加算など）

児童手当支給事
業

手当支給

児童扶養手当等
支給事業

手当支給（遺児就学手
当含む）

母子家庭等支援
事業

自立支援給付

母子家庭等支援
事業

日常生活支援

特別児童扶養手
当

手当支給

小学校児童就学
援助事業

要保護児童援助費給
付

中学校生徒就学
援助事業

要保護児童援助費給
付

私立学校修学支
援事業

私学補助金

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）
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ウ 保育・預かり・居場所の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの預かりを目的とした事業については、その大半が乳幼児期に提供されており、中高生になると

預かりを目的とした公の事業はなくなります。子どもの年齢が上がるにつれて、預かりのニーズが減少して

いくことは、小学校の放課後児童クラブに通う子どもが、高学年になると利用しなくなる傾向にあることから

も推測されます。 

生活困窮などの理由で特に支援が必要な子ども達の居場所が不足していると言えますが、今後、学習

支援事業などを拡充していくことなどによる対応が期待されます。 

乳幼児期には、既存の事業でも手厚い支援が実施されていますが、潜在的なニーズとして、保育園等

に預けることができない月齢の子どもを預かってくれる場所が欲しいという保護者のニーズがみられます。 

 

 

エ 母子保健・健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠、出産から子どもが小学生になるまでの間は、主に母子保健の制度により、健康面での支援が実

施されています。 

子育て支援に特化した事業ではありませんが、病気の際に医療を受けやすい環境の整備に関する事

業も実施されています。 

小学生以降では、母子保健の対象から外れるため、表中の空白は多くなっています。 

 

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

健康ボランティア
育成事業

託児ボランティア

特定教育・保育実
施事業

民間保育園での保
育（病児・病後児保
育・一時預かり含
む）

認可外保育所支
援事業

待機児童の保育補
助

保育サービス事業
公立保育園での保
育（延長保育・サ
ポート保育含む）

公立保育所指定
管理事業

公立指定管理園で
の保育

幼稚園就園支援
事業

幼稚園授業料補助

放課後児童健全
育成事業

放課後の生活の場
提供

ファミリーサポート
センター運営事業

ファミリーサポートセ
ンター

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

市民総元気まる事
業

親子元気まる

歯科健康診査事
業

妊産婦歯科健診

保健事業情報管
理

乳幼児健康診査・
予防接種

集団健康診査事
業

ヤング健診

がん検診等事業 子宮がん検診等

妊産婦・乳幼児健
康診査事業

妊産婦・乳幼児健
診

乳幼児歯科保健
事業

歯科健診

健康ボランティア
育成事業

ブックスタートボラン
ティア

休日救急当直診
療運営事業

休日救急診療（小
児科）

かかりつけ医制度
促進事業

地域で適切な医療
が受けられること

在宅等訪問歯科
診療補助金

在宅歯科診療

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）



5 

オ 障がい児支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある子どもについては、早期発見、早期治療に結び付けられるよう、子どもの成長に応じた必

要な支援を受けられる環境が整備されています。また、障がいのある子どもを育てる保護者への適切な

情報提供、支援を充実していくことも重要です。 

 

カ 医療費補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費補助に関しては、子ども医療費の助成対象が通院・入院ともに中学生までを対象としており、自

己負担なしで安心して医療を受けることができる環境が整えられています。 

全国的には、助成対象を高校生までとしている自治体もあります。 

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

不妊治療費等補
助事業

治療費補助金

福祉医療費支給（子
育て支援）事業

子ども医療費助成

福祉医療費支給（子
育て支援）事業

母子父子家庭医療
費助成

福祉医療費支給（子
育て支援）事業

妊産婦医療費助成
（２９年度まで）

福祉医療費支給（子
育て支援）事業

未熟児養育医療給付
制度

国民健康保険保
険給付事業

出産育児一時金

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

歳末見舞金支給
事業（障がい者
等）

歳末見舞金支給

障害福祉サービス
事業

放課後等デイサービス、
児童発達支援、障害児

相談支援、居宅介護、同
行援護、行動援護、短期
入所 給付

障がい者（児）紙
おむつ給付事業

紙おむつ給付

障害者自立支援
医療給付事業

自立支援医療給付
（育成医療）

特別障害者手当
等支給事業

障害児福祉手当給
付

重度心身障害児
介護手当支給事
業

重度心身障害児介
護手当給付

障害者補装具給
付事業

障害者補装具給付

軽度・中等度難聴
児補聴器購入費
等助成事業

軽度・中等度難聴児補
聴器購入費補助

障がい者タクシー
基本料金助成事
業

障がい者タクシー基
本料金助成

障がい者団体育
成支援事業

手をつなぐ親の会等
への補助

福祉課庶務事務
自立支援医療給付（精神

通院医療）※県事業

福祉医療費支給
（障害者）事業

障害者医療費助成

福祉医療費支給
（障害者）事業

精神障害者医療費
助成

福祉医療費支給
（障害者）事業

指定難病患者等医
療費助成

特別児童扶養手
当

手当支給

ほほえみ広場実
施事業

交流事業（バスハイ
キング）

小児慢性特定疾
病児童日常生活
用具給付事業

生活用具の給付・
貸与

地域生活支援事
業

日常生活支援（手話通
訳者等派遣、日常生活
用具給付、移動支援、
日中一時支援、訪問入
浴サービス）

地域生活支援事
業

尾張旭市障がい者基幹

相談支援センター（障が
い児に関する相談）

こどもの発達セン
ター運営事業

相談・支援

ピンポンパン教室
運営事業

障がい児母子通園

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）
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キ 子育て支援・子ども関連団体活動補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で子育て支援や、子どもの見守りの活動をしている団体などへの補助については、より多くの目で

見守る必要性のある、小学生から中学生までに多く実施されています。 

 

 

ク 義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     義務教育期間においては、学校の中で様々な支援が実施されています。 

この年齢での課題は、核家族化や共働き世帯の増加に伴い、放課後や夏休みなどの長期休暇期間

中の居場所の確保についてのニーズが年々増大してきています。 

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

いじめ・不登校対
策推進事業

心の教室相談

適応指導教室（つくし
んぼ学級）運営事業

適用指導教室

学校体育・部活動推
進事業(小学校）

部活動支援

学校体育・部活動推
進事業(中学校）

部活動支援

児童健康安全管
理事業(小学校）

健康診査

生徒健康安全管
理事業(中学校）

健康診査

学校体育支援事
業

記録会等の開催

児童生徒健康安
全管理事業

知能テストの実施

中学生海外研修
事業

費用負担補助

就学児童・生徒調
査事業

学齢簿等の作成

小学校入学・卒業
報償事業

帽子と英和辞典を
あげる

中学校卒業報償
事業

卒業証書フォルダー
あげる

学校指導事務 指導主事人件費

学習支援事業（小
学校）

外国人講師賃金等

学習支援事業（中
学校）

外国人講師賃金等

少人数指導授業
推進事業

非常勤教員賃金

特別支援教育支
援事業

瀬戸特別支援学校
負担金

学校生活支援員
等派遣事業

補助員、介助員賃
金

特色ある学校づく
り推進事業

フラワーブラボーコ
ンクール

学校給食センター
事業

給食提供

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

資源ごみ回収団
体活動奨励事業

廃品回収奨励金

子ども会活動支援
事業

活動補助

市地域活動連絡
協議会事業

みらい子育てネット
活動補助

地域福祉活動推
進事業

社協事業補助

地域コミュニティ活
性化事業

コミュニティ活動推
進補助

市民活動支援事
業

市民活動促進助成

ふるさとハロー
ワーク支援事業

就労支援

市観光促進事業 市観光協会補助

民生委員児童委
員事業

民生委員児童委員
協議会事業補助

更生保護活動推
進事業

更生保護女性会活
動費補助金

体育協会支援事
業

体育協会活動補助

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）
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ケ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業名 事業名称 出産前 保護者
その他

周囲大人

対話の行政推進
事業

市長を囲む子ども会
議

対話の行政推進
事業

「ヨッシーとe-対話」
「ヨッシーに便り対話」

ＷＨＯ健康都市推
進事業

①げんきカード

ＷＨＯ健康都市推
進事業

②健康メニュー

ＷＨＯ健康都市推
進事業

③あさひ健康マイス
ター

創業支援事業
創業セミナー（託児
あり）

生活困窮者自立
支援事業

子どもの学習支援
事業

シニアクラブ活動
事業

シニア地域いきいき
事業

尾張あさひ苑利用
料助成事業

尾張あさひ苑利用
助成

ブックスタート事業 絵本配布等

家庭教育、地域教
育推進事業

地域の教育力推進事
業費補助金

家庭教育、地域教
育推進事業

親子ふれあい教室
等

家庭教育、地域教
育推進事業

思春期家庭教育学
級

天体観測事業 親子天体観測教室

レクリエーションス
ポーツ運営事業

ニュースポーツ体験
会

社会体育振興事
業

少年スポーツ育成
事業

地域密着型スポー
ツ推進事業

ジュニア種目あり

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）
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Ⅲ 分析結果と提言 

本市における子育て支援に関する事業の実施状況を、分野別に整理し、分析した結果、どの分野において

も、支援が必要な対象者が想定されていないような状況は見受けられませんでした。 

分析の過程においては、市職員であるＰＴ構成員も把握していない事業があり、その内容は効果的であったり、

魅力的であっても、事業が市民に認知されていなければ、効果は期待できません。 

このような、認知度が低い事業があることや、一部事業においては対象などの見直し余地もあると考えられる

ことから、本ＰＴの分析結果として、以下の２点を今後に向けた提言としてまとめます。 

 

◆ 子育て支援に関する事業についての提言 ◆ 

 

● 既存事業見直しの検討 

  子ども医療費助成のように、一部の自治体では本市よりも対象範囲を広く設定しているもの

があります。 

  現時点で、早急な見直しが不要な事業であっても、国・県の政策や近隣市の事業実施状

況などの動向を常に把握し、見直し必要性の是非について適正な時期に判断できるよう努

める必要があります。 

 

● 情報発信の強化 

隔年で実施している「まちづくりアンケート」の自由意見では、既に本市が実施している事業

であっても、早期の実施を要望する意見など、市民に事業を認知されていない場合が見受

けられます。 

   子育て世代が情報を手に入れる方法は、インターネットなどを活用した方法に変わってき

ています。市広報誌など、既存の情報発信方法だけでなく、ＳＮＳなどの新しい情報発信ツー

ルの活用を積極的に検討する必要があります。 
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プロジェクトチーム構成員等 
 

１ プロジェクトチーム構成員                                           

  こども子育て部の係長級職員により構成 

所属 役職 氏名 

こども未来課 係長 久野 善之 

保育課 副主幹 徳井 秀昭 

こども課 係長 稲生 さより 

こども課こどもの発達センター 係長 森永 久美 

 

２ 研究の経緯                                                   

 

時期 内容 

平成２９年 ７月末まで 開催準備  開催方針、構成員などの決定 

８月２３日 第１回検討会 方針の共有、今後の進め方 

８月末まで ＰＴ作業 庁内照会準備 

１０月末まで 庁内照会 子育て支援に関連する事業の洗い出し 

１１月３０日 第２回検討会 検討結果の取りまとめ方法 

平成３０年 ３月 第３回研究会 検討結果まとめ 

 



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（全体を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人

1 市民活動課 44-0202 かけこみ１１０番の家事業
かけこみ１１０番

の家
市民

2 市民活動課 44-0301 青少年街頭相談事業
不良行為青少年へ

の声かけ
青少年

3 市民活動課 44-0302 青少年悩みごと相談事業
電話・面談による

相談

青少年、保護

者

4 市民活動課 44-0303 青少年健全育成推進・啓発事業
青少年健全育成推

進事業補助

青少年、保護

者

5 福祉課 16-0106 民生委員児童委員事業
民生委員児童委員

協議会事業補助

児童、該当す

る18未満の児

童

6 福祉課 16-0106 民生委員児童委員事業 児童福祉調査委託

児童、該当す

る18未満の児

童

7 健康課 11-0201 健康相談事業
保健師・栄養士に

よる相談
保護者

8 こども課 13-0401 児童手当支給事業 手当支給 中3まで

9 教育行政課 23-0404 私立学校修学支援事業 私学補助金 私学小-高

10 健康課 11-0502 健康ボランティア育成事業 託児ボランティア 乳幼児

11 保育課 13-0206 特定教育・保育実施事業

民間保育園での保

育（病児・病後児

保育・一時預かり

含む）

0-5歳

12 保育課 13-0207 認可外保育所支援事業
待機児童の保育補

助
0-2歳

13 保育課 13-0209 保育サービス事業

公立保育園での保

育（延長保育・サ

ポート保育含む）

0-5歳

14 保育課 13-0212 公立保育所指定管理事業
公立指定管理園で

の保育
0-5歳

15 保育課 23-0401 幼稚園就園支援事業 幼稚園授業料補助 3-5歳

16 こども課 13-0201 放課後児童健全育成事業
放課後の生活の場

提供
小学生

17 こども課 13-0301 ファミリーサポートセンター運営事業
ファミリーサポー

トセンター
3か月-小6

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

1/5



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（全体を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

18 健康課 11-0104 市民総元気まる事業 親子元気まる
小学生（1-

2）、保護者

19 健康課 11-0301 歯科健康診査事業 妊産婦歯科健診 妊産婦

20 健康課 11-0302 保健事業情報管理
乳幼児健康診査・

予防接種
乳幼児

21 健康課 11-0306 集団健康診査事業 ヤング健診
保護者（18

～39歳）

22 健康課 11-0307 がん検診等事業 子宮がん検診等
保護者（18

～39歳）

23 健康課 11-0401 妊産婦・乳幼児健康診査事業
妊産婦・乳幼児健

診

妊婦、乳幼

児、産婦

24 健康課 11-0402 乳幼児歯科保健事業 歯科健診 1.6歳-6歳

25 健康課 11-0502 健康ボランティア育成事業
ブックスタートボ

ランティア
乳幼児

26 健康課 12-0201 休日救急当直診療運営事業
休日救急診療（小

児科）
乳幼児、児童

27 健康課 12-0301 かかりつけ医制度促進事業
地域で適切な医療

が受けられること
乳幼児、児童

28 健康課 12-0902 在宅等訪問歯科診療補助金 在宅歯科診療 障害児

29 健康課 11-0404 不妊治療費等補助事業 治療費補助金 不妊治療中者

30 保険医療課 12-0403 福祉医療費支給（子育て支援）事業 子ども医療費助成 中学生まで

31 保険医療課 12-0403 福祉医療費支給（子育て支援）事業
妊産婦医療費助成

（２９年度まで）

母子健康手帳交

付された妊婦

（２９年度ま

32 保険医療課 12-0403 福祉医療費支給（子育て支援）事業
未熟児養育医療給付

制度
1歳未満の乳児

33 保険医療課 12-0505 国民健康保険保険給付事業 出産育児一時金 乳幼児

34 環境課 51-0303 資源ごみ回収団体活動奨励事業 廃品回収奨励金 子ども会

35 こども課 23-0201 子ども会活動支援事業 活動補助 小学生-高校生

36 こども課 13-0302 市地域活動連絡協議会事業
みらい子育てネッ

ト活動補助
乳児－中学生

2/5



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（全体を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

37 福祉課 16-0102 地域福祉活動推進事業 社協事業補助
ジュニアリー

ダー

38 市民活動課 71-0101 地域コミュニティ活性化事業
コミュニティ活動

推進補助
地域の児童

39 市民活動課 71-0301 市民活動支援事業 市民活動促進助成

子ども向けイ

ベント等参加

児童

40 産業課 64-0302 ふるさとハローワーク支援事業 就労支援 保護者

41 産業課 72-0202 市観光促進事業 市観光協会補助

子ども向けイ

ベント等参加

児童

42 福祉課 15-0901 地域自殺対策事業 こころの健康相談 市民

43 文化スポーツ課 26-0203 体育協会支援事業 体育協会活動補助 小中学生

44 教育行政課 21-0101 いじめ・不登校対策推進事業 心の教室相談 小中学生

45 教育行政課 21-0201 学校体育・部活動推進事業(小学校） 部活動支援 小学生

46 教育行政課 21-0202 学校体育・部活動推進事業(中学校） 部活動支援 中学生

47 教育行政課 21-0203 児童健康安全管理事業(小学校） 健康診査 小学生

48 教育行政課 21-0204 生徒健康安全管理事業(中学校） 健康診査 中学生

49 教育行政課 21-0205 学校体育支援事業 記録会等の開催 小中学生

50 教育行政課 21-0206 児童生徒健康安全管理事業 知能テストの実施 小中学生

51 教育行政課 21-0902 中学生海外研修事業 費用負担補助 中学生

52 教育行政課 21-0903 就学児童・生徒調査事業 学齢簿等の作成 小中学生

53 教育行政課 21-0904 小学校入学・卒業報償事業
帽子と英和辞典を

配布
小（1・6）

54 教育行政課 21-0905 中学校卒業報償事業
卒業証書フォル

ダー配布
中3

55 教育行政課 21-0908 学校指導事務 指導主事人件費 小中学生

56 教育行政課 22-0101 学習支援事業（小学校） 外国人講師賃金等 小学生

3/5



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（全体を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

57 教育行政課 22-0102 学習支援事業（中学校） 外国人講師賃金等 中学生

58 教育行政課 22-0201 少人数指導授業推進事業 非常勤教員賃金 小中学生

59 教育行政課 22-0301 特色ある学校づくり推進事業
フラワーブラボー

コンクール
小中学生

60 学校給食センター 21-0301 学校給食センター事業 給食提供 小中学生

61 秘書課 81-0201 対話の行政推進事業
市長を囲む子ども

会議

小学生、中学

生

62 秘書課 81-0201 対話の行政推進事業

「ヨッシーとe-対

話」「ヨッシーに便

り対話」

子ども、保護

者

63 健康都市推進室 11-0101 ＷＨＯ健康都市推進事業 ①げんきカード ①年長児

64 健康都市推進室 11-0101 ＷＨＯ健康都市推進事業 ②健康メニュー
②③子ども、

保護者

65 健康都市推進室 11-0101 ＷＨＯ健康都市推進事業
③あさひ健康マイ

スター

②③子ども、

保護者

66 産業課 61-0103 創業支援事業
創業セミナー（託

児あり）

乳幼児、保護

者

67 長寿課 14-0103 シニアクラブ活動事業
シニア地域いきい

き事業

山の手地区の児

童～高齢者

68 福祉課 16-0904 尾張あさひ苑利用料助成事業
尾張あさひ苑利用

助成
中学生

69 健康課 11-0403 ブックスタート事業 絵本配布等
6か月児と保

護者

70 生涯学習課 23-0101 家庭教育、地域教育推進事業
地域の教育力推進事

業費補助金

小学生、保護

者、実施団体

71 生涯学習課 23-0101 家庭教育、地域教育推進事業
親子ふれあい教室

等

小学生、保護

者、実施団体

72 生涯学習課 23-0101 家庭教育、地域教育推進事業
思春期家庭教育学

級

小学生、保護

者、実施団体

73 生涯学習課 24-0305 天体観測事業 親子天体観測教室
小中学生、保

護者

74 文化スポーツ課 26-0102 レクリエーションスポーツ運営事業
ニュースポーツ体

験会

主に幼児・小

学生・保護者

75 文化スポーツ課 26-0202 社会体育振興事業
少年スポーツ育成

事業
小学生

4/5



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（全体を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

76 文化スポーツ課 26-0204 地域密着型スポーツ推進事業 ジュニア種目あり 小中学生

5/5



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（生活困窮・経済的困窮等を対象にした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人

1 こども課 13-0102 家庭児童相談事業
子どもに関する相

談

18歳未満、

保護者

2 こども課 13-0217 子育て支援短期利用事業
養育困難の保護・

養育

18歳未満、

保護者

3 こども課 13-0602 要保護児童対策推進事業
要保護児童の早期

発見・対応
要保護児童

4 福祉課 16-0302 生活保護業務

扶助費の支給（教

育扶助、出産扶

助、生業扶助、妊

産婦加算、児童養

育加算、母子加算

など）

各扶助・加算

の適用範囲に

よる

5 こども課 13-0402 児童扶養手当等支給事業
手当支給（遺児就学

手当含む）

ひとり親、18

歳の誕生日後

の最初の３月

３１日まで

（遺児就学手

当は市内に1年

以上居住して

いる小・中学

生のみ）

6 こども課 13-0403 母子家庭等支援事業 自立支援給付 ひとり親

7 こども課 13-0403 母子家庭等支援事業 日常生活支援 ひとり親

8 教育行政課 23-0402 小学校児童就学援助事業
要保護児童援助費給

付

保護、準保

護、非課税等

9 教育行政課 23-0403 中学校生徒就学援助事業
要保護児童援助費給

付

保護、準保

護、非課税等

10 保険医療課 12-0403 福祉医療費支給（子育て支援）事業
母子父子家庭医療

費助成
高校生まで

11 福祉課 16-0104 更生保護活動推進事業
更生保護女性会活

動費補助金

小中学生

子育て支援事業

12 教育行政課 21-0102 適応指導教室（つくしんぼ学級）運営事業 適応指導教室 小中学生

13 福祉課 16-0306 生活困窮者自立支援事業
子どもの学習支援

事業
中学生

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

1/1



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（障がいのある児童を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人

1 こども課 13-0405 特別児童扶養手当 手当支給

20歳未満の

中・重度の障

害がある児童

を養育してい

る保護者

2 福祉課 15-0101 歳末見舞金支給事業（障がい者等） 歳末見舞金支給 障がい児

3 福祉課 15-0102 障害福祉サービス事業

放課後等デイサービ

ス、児童発達支援、障

害児相談支援、居宅介

護、同行援護、行動援

護、短期入所 給付

障がい児

4 福祉課 15-0104 障がい者（児）紙おむつ給付事業 紙おむつ給付
知的障がい

児

5 福祉課 15-0106 障害者自立支援医療給付事業
自立支援医療給付

（育成医療）

身体障がい

児

6 福祉課 15-0107 特別障害者手当等支給事業
障害児福祉手当給

付

重度障がい

児

7 福祉課 15-0109 重度心身障害児介護手当支給事業
重度心身障害児介

護手当給付

重度心身障が

い児の介護者

8 福祉課 15-0113 障害者補装具給付事業 障害者補装具給付
身体障がい

児

9 福祉課 15-0115
軽度・中等度難聴児補聴器購

入費等助成事業

軽度・中等度難聴児

補聴器購入費補助

軽度・中等

度難聴児

10 福祉課 15-0204 障がい者タクシー基本料金助成事業
障がい者タクシー

基本料金助成

重度障がい

児

11 福祉課 15-0205 障がい者団体育成支援事業
手をつなぐ親の会

等への補助
障がい児

12 福祉課 99-0401 福祉課庶務事務
自立支援医療給付（精

神通院医療）※県事業
精神障がい児

乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

1/3



●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（障がいのある児童を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

13 保険医療課 12-0402 福祉医療費支給（障害者）事業 障害者医療費助成

一定障害のある

小学生以上・自

立支援医療受給

者証所持者及び

精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律第５

条入院をされた

１６歳以上・特

定医療費受給者

証（指定難病）

所持者または特

定疾患医療給付

事業受給者票所

持者で入院をさ

れた１６歳以上

14 保険医療課 12-0402 福祉医療費支給（障害者）事業
精神障害者医療費

助成

一定障害のある

小学生以上・自

立支援医療受給

者証所持者及び

精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律第５

条入院をされた

１６歳以上・特

定医療費受給者

証（指定難病）

所持者または特

定疾患医療給付

事業受給者票所

持者で入院をさ

れた１６歳以上

15 保険医療課 12-0402 福祉医療費支給（障害者）事業
指定難病患者等医

療費助成

一定障害のある

小学生以上・自

立支援医療受給

者証所持者及び

精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律第５

条入院をされた

１６歳以上・特

定医療費受給者

証（指定難病）

所持者または特

定疾患医療給付

事業受給者票所

持者で入院をさ

れた１６歳以上
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●巻末資料：子育て支援関連事業一覧　（障がいのある児童を対象とした事業）

番号 課
事務事業

コード
事務事業名 事業名称 対象 出産前 保護者

その他

周囲大人
乳幼児（0～5歳） 小学生（6～11歳） 中高生（12～17歳）

16 こども課 13-0405 特別児童扶養手当 手当支給

20歳未満の中・

重度の障害があ

る児童を養育し

ている保護者

17 福祉課 15-0103 ほほえみ広場実施事業
交流事業（バスハ

イキング）

障がい児

保護者

18 福祉課 15-0105
小児慢性特定疾病児童日常生

活用具給付事業

生活用具の給付・

貸与

小児慢性特

定疾患児

19 福祉課 15-0203 地域生活支援事業

日常生活支援（手話

通訳者等派遣、日常

生活用具給付、移動

支援、日中一時支

援、訪問入浴サービ

ス）

障がい児

20 福祉課 15-0203 地域生活支援事業

尾張旭市障がい者基幹

相談支援センター（障

がい児に関する相談）

障がい児

21 こども課 13-0501 こどもの発達センター運営事業 相談・支援
発達不安児

童、保護者

22 こども課 13-0103 ピンポンパン教室運営事業 障がい児母子通園
就園前、就

学前

23 教育行政課 22-0202 特別支援教育支援事業
瀬戸特別支援学校

負担金
小中学生

24 教育行政課 22-0203 学校生活支援員等派遣事業
補助員、介助員賃

金
小中学生

3/3



認定こども園の普及促進に関する対応方針について 

 

１ 基本的な考え方 

  認定こども園の普及促進を図ることを基本とする。 

  ＜目指す姿＞ 

● 待機児童の解消、保育サービスの提供の円滑化 

● 就学前教育・保育の提供環境の改善 

● 子育て支援の充実 

 

 

２ 普及促進する認定こども園 

類型 
幼保連携型 

認定こども園 

幼稚園型 

認定こども園 

保育所型 

認定こども園 

地方裁量型 

認定こども園 

運営主体 
社会福祉法人 学校法人 制限なし 

学校法人 

  ※運営法人は「社会福祉法人」を原則とする。 

 

３ その他 

 ⑴ 保育定員が充足していない（待機児童が生じている）ことから、既存保育園から認定

こども園への移行は、当面の間実施しない。 

 ⑵ 既存幼稚園からの移行については、幼稚園型認定こども園を選択することも可とする。 

 

 

 ※ 詳細は、別添基本方針のとおり。 

Ｈ３０．５．３１ 資料３ 



 

 

 

  

 

 
 

認定こども園の普及促進に関する対応方針 
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尾張旭市 
 

 



 

 

目次 

Ⅰ 方針の策定  

 １ 方針策定の背景と趣旨 …………………………………………………………………… 1 

 ２ 方針の位置付け …………………………………………………………………………… 1 

  

Ⅱ 認定こども園の概要  

 １ 認定こども園の概要 ……………………………………………………………………… 2 

 ２ 認定こども園の意義と役割 ……………………………………………………………… 2 

 ３ 認定こども園の種類 ……………………………………………………………………… 3 

  

Ⅲ 普及促進に関する方針  

 １ 認定こども園に関する考え方 …………………………………………………………… 4 

 ２ 本市における就学前教育・保育の状況 ………………………………………………… 5 

 ３ 認定こども園の普及促進 ………………………………………………………………… 6 

  

Ⅳ 普及促進すべき認定こども園の基準  

 １ 望ましい認定こども園の形態 …………………………………………………………… 7 

 ２ 望ましい整備等の内容 …………………………………………………………………… 7 

 ３ 有識者への意見聴取等 …………………………………………………………………… 10 

 

 



1 

Ⅰ 方針の策定 
 

 

１ 方針策定の背景と趣旨                       

  核家族化の進行や共働き世帯の増加により、世代を通して家庭で子育てを学ぶ機会が少なくなり、

地域における近隣とのつながりが薄くなることで、地域社会の子育て機能が低下してきているなど、

子どもと保護者を取り巻く社会環境は大きく変化してきている。 

  乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、就学前の教育・保育機

能を担ってきた幼稚園・保育所は、子どもたちが健やかに育つ環境づくりをさらに進めるため、社

会環境の変化に柔軟に対応していくことが求められている。 

  こうした中、育児不安をどのように支え、軽減していくかは、幼稚園と保育所の両施設に課せら

れた役割であり、教育・保育の場としての施設・機能等の整備や充実は、喫緊の課題となっている。 

  このような社会情勢を背景として、従来の幼稚園と保育所だけではない、それぞれの良いところ

を活かしながら、両方の機能を果たすことができる新しい仕組みづくりの観点で「就学前の子ども

に関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律」が制定され、平成18年10月1日から「認

定こども園制度」が本格実施となった。 

  その後、乳幼児期の教育・保育・地域の子育て支援の充実を目的として、平成24年8月に「子ど

も・子育て関連3法」の一つとして認定こども園法が改正され、平成27年4月から「子ども・子育て

支援新制度」がスタートしている。 

  こうした教育・保育ニーズの拡大に対し、新たな選択肢を提供するため、「認定こども園」の普

及促進に関する対応方針を定める。 

 

 

２ 方針の位置付け                          

  本方針は、子ども・子育て支援法に基づき策定した「尾張旭市子ども・子育て支援事業計画」の

「５ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保」で掲げる「認定こども園の設置等に係る普

及・促進」の詳細内容を定める方針として位置付ける。 
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Ⅱ 認定こども園の概要 
 

 

１ 認定こども園の概要                        

 ⑴ 認定こども園の趣旨 

   認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを

併せ持った施設であり、次に掲げる機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等からの認

定を受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       資料：内閣府 

 

 

２ 認定こども園の意義と役割                     

 ⑴ 一貫した幼児教育・保育の提供と選択肢の拡大 

   幼稚園・保育所の機能が一体化されることにより、保護者の就労形態等に左右されることなく、

就学前児童が一貫した幼児教育・保育を受けられる環境の整備が図られ、「幼稚園教諭」と「保

育士」が一緒に子どもを見守ることにより、質の高いサービスの提供が図られる。 

   また、保護者にとっても子どもを預ける施設の選択肢が拡大され、多様なニーズに応じたサー

ビスの提供が図られる。 
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 ⑵ 子育て支援体制の強化 

   家庭や地域の教育力が問われている中、充実した幼児教育と多様な保育サービスを提供するこ

とができ、全面的に子育てを支援しやすい環境が整備されることになる。 

   また、家庭で子育てをしている保護者を含め、地域の全ての保護者やこれから親となる人たち

の子育てに対する不安や悩みに応えたり、子どもと保護者が共に活動する場を提供したりするこ

とによって、幼稚園と保育所のサービスを最大限に活かした、地域に密着した子育て支援体制を

強化することが可能となる。 

 

 

３ 認定こども園の種類                        

 ⑴ 認定こども園の種類 

幼保連携型 単一の施設として、教育・保育・子育て支援機能を果たすタイプ 

幼稚園型 
認可幼稚園が保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、

保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ 

保育所型 
認可保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもを受け入れるなど、

幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

地方裁量型 
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども

園として必要な機能を果たすタイプ 

 

 ⑵ 幼稚園・保育所との比較（幼保連携型認定こども園の場合） 

 幼稚園 保育所 幼保連携型認定こども園 

目的 

義務教育・その後の教育

の基礎を培うものとし

て、幼児を保育し、幼児

の健やかな成長のために

適当な環境を与えて、心

身の発達を助長する。 

日々保護者の委託を受

けて、保育を必要とす

る乳幼児を保育する。 

小学校就学前の子どもを

対象とする教育と乳幼児

を対象とする児童福祉法

の保育を提供する。 

根拠法令 学校教育法 児童福祉法 認定こども園法 

所轄官庁 文部科学省 厚生労働省 内閣府 

認可権者 県（私立） 県（私立） 県、指定都市、中核市 

設置主体 
国、地方公共団体、学校

法人 

制限なし 国、地方公共団体、学校

法人、社会福祉法人 

対象児 

満3歳～就学前幼児 乳児（0歳）、幼児（1

歳～就学前）で保育を

必要とする子ども 

満3歳～就学前幼児 

乳児（0歳）、幼児（1～2

歳）で保育を必要とする

子ども 

保育・教育

内容 

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園

教育・保育要領 
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Ⅲ 普及促進に関する方針 
 

 

１ 認定こども園に関する考え方                    

 ⑴ 国の考え方 

  ア 子ども・子育て支援法に基づく基本指針において、以下のように明記している。 

● （市町村子ども・子育て支援事業計画に）幼稚園及び保育所から認定こども園への移行

に必要な支援その他地域の実情に応じた認定こども園の普及に係る基本的考え方を記載す

る。 

● 幼保連携型認定こども園については、学校及び児童福祉施設としての認可の仕組みとし

た制度改正の趣旨を踏まえ、その普及に取り組むことが望ましい。 

  イ 国作成の「子ども・子育て関連３法について」では、「幼保連携型認定こども園の普及を促

進する」と明記している。 

 

 ⑵ 本市の考え方 

  ア 尾張旭市子ども・子育て支援事業計画の「５ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確

保」において、次のように明記している。 

● すべての子どもが健やかに成長するためには、良質かつ適切な支援が必要であり、ま

た、乳児期から小学校就学前までの一貫した教育・保育や発達の連続性を考慮するととも

に、小学校への円滑な接続を図っていくことが重要である。 

● 本市は、幼稚園、保育所、認定こども園などの施設形態の違いを踏まえた上で、それぞ

れの施設において教育・保育・子育て支援の提供が総合的かつ一体的に図られるよう、施

設・事業者の創意工夫を生かした運営を促進するとともに、幼稚園教諭や保育士等の子育

てに関わる者が研修や会議等を通じて、相互の理解と連携の強化が図られるよう支援して

いく。 

● 認定こども園については、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその

変化に対し、柔軟に子どもを受け入れられる施設であることから、本市では、既存の幼稚

園や保育所からの移行や新たな設置について、利用者ニーズや設置者の意向、施設・設備

等の状況を踏まえて、適切に普及・促進を図っていく。 

  イ 同計画の「施策の展開」においては、次のような事業と指標を掲げている。 

事業 内容 担当課 

指標 平成31年度目標値 方向性 

教育・保育の提供

体制の充実 

幼稚園、保育所、認定こども園を通じた共通の施設型

給付を行うことにより、幼児期の教育・保育の充実を図

ります。 

こども課 

・給付を受けている施設数 2施設 新規 

  ウ 同計画の「子ども・子育て支援事業計画」においては、平成31年度の「教育・保育の提供体

制」を次のとおり掲げており、方針として「保育所の定員増加、認定こども園や地域型保育

事業の実施支援、保育所の定員構成の見直しなどを検討」としている。 
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区 分 

平成31年度 

3～5歳 0～2歳 

1号 

（幼稚園等） 

2号 3号 

幼稚園等

の利用希

望が強い 

保育所等 0歳 1・2歳 

①量の見込み 1,011人 
1,164人 

93人 570人 
185人 979人 

 
他市町村の子ども 

※広域利用 

瀬戸市50人 

長久手市100人 
    

② 

確 

保 

方 

策 

教育・保育施設 0人 1,164人 88人 474人 

確認を受けない幼

稚園 

市内411人 

名古屋市400人 

瀬戸市200人 

0人    

他市町村の子ども 

※広域利用 

瀬戸市50人 

長久手市100人 
    

地域型保育事業    0人 81人 

認可外保育施設   0人 5人 15人 

②－①過不足 0人 0人 0人 

   ※ 平成28年度実施の見直し反映後の数値 

  

1号（認定） 教育を希望する3歳以上児 

2号（認定） 保育が必要な3歳以上児 

3号（認定） 保育が必要な3歳未満児 

 

 

２ 本市における就学前教育・保育の状況                

 ⑴ 保育所利用ニーズの高まり 

   核家族化の進行や共働き世帯の増加、就労形態の多様化等によって、子育て家庭の保育所利用

ニーズは年々高まりが増している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,737 4,629 4,561 4,437 4,419 

1,343 1,360 1,336 1,338 1,409 

28.4% 29.4% 29.3%
30.2% 31.9%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

■就学前人口と保育施設利用の状況推移
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 ⑵ 待機児童の発生 

   定員の拡大や小規模保育事業所の整備等を進めているが、毎年、年度当初には待機児童が発生

し、年度途中にはさらに増加する傾向にある。（待機児童は全て3歳未満児。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【参考：待機児童が発生している3歳未満児の定員拡充状況】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

30人 7人 ▲1人 32人 39人 38人 

 

 ⑶ 私立幼稚園入園率の減少 

   市内に４か所ある私立幼稚園の入園率は低下傾向にあるため、このままでは将来的に適正集団

規模の維持が困難となることも予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 認定こども園の普及促進                      

 ⑴ 認定こども園の普及促進 

   喫緊の課題である待機児童対策や教育・保育の質の維持向上、地域の子育て支援の充実につい

ては、引き続き重点的に取り組む必要がある。 

   なお、幼稚園については、提供体制は充足されているため、長期的な視点においては、顕在化

する「保育ニーズ」に対応するため、認定こども園への移行について検討する必要性が予測され

る。 

   一方、保育所についても、潜在的な「教育ニーズ」にも対応できるように、認定こども園への

移行について検討するという視点も重要となる。 
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   こうしたことに加え、国の考え方や本市の関連計画における考え方等も踏まえ、本市におい

ても、認定こども園の普及促進を図ることを基本とする。 

 ⑵ 認定こども園の普及促進によって目指す姿 

  ア 待機児童の解消、保育サービスの提供の円滑化 

    待機児童の解消や保育環境の改善、保育施設の利⽤円滑化を図る。 

  イ 就学前教育・保育の提供環境の改善 

   ・幼稚園教諭（幼稚園）と保育士（保育所）による質の高い教育と保育を提供する。 

   ・幼稚園教諭と保育士の⼈材を有効に活⽤する。 

   ・保育サービスが必要な「2号認定」及び「3号認定」や、教育を希望する「1号認定」に⼀体

的な教育・保育サービスを提供する。 

  ウ 子育て⽀援の充実 

   ・地域の子育てを支援し、充実を図る。 

   ・保護者の就労形態の変化に対応し、同⼀施設で教育・保育を提供する。 

 

 

Ⅳ 普及促進すべき認定こども園 
 

１ 望ましい認定こども園の形態                    

 ⑴ 認定こども園の類型 

  ア 本市では、1号認定の定員が充足され、今後も3号認定を中心とした定員枠の提供体制の確保

が必要であることを踏まえ、当面の間は、既存の保育所から認定こども園への移行は実施せ

ず、新規設置及び既存の幼稚園からの移行を優先的に促進するものとする。 

  イ 上記と同様の理由により、普及促進すべき認定こども園の類型は、「幼保連携型」を原則

とする。なお、既存の幼稚園からの移行の場合は「幼稚園型」を選択することも可能とする。 

 

 ⑵ 認定こども園の運営主体 

   本市では、運営の安定性や継続性の確保、また保護者等の不安を軽減するという視点を重視し、

新規で設置する認定こども園の運営主体は、「社会福祉法人」を原則とする。 

 

 

２ 望ましい整備等の内容                       

 ⑴ 幼保連携型認定こども園の場合 

ア 国・県による整備基準の順守 

   幼保連携型認定こども園については、次の法令等に基づき認可又は整備をするものとする。 

   (ｱ) 国関係 

    ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

    ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 

    ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 

    ・幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 
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   (ｲ) 県関係 

    ・幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 

    ・認定こども園の認定及び認可に関する規則 

    ・幼保連携型認定こども園設置の認可の申請等手続要領 

   ●参考：「幼保連携型認定こども園設置の認可の申請等手続要領」の概要 

項目 基準の内容 

設置者 幼保連携型認定こども園を経営するために必要な財産があること 

職員配置 

0～2歳児 
3人：1人（0歳児） 

6人：1人（1・2歳児） 

3～5歳児 

短時間利用児 30人：1人 

長時間利用児 
20人：1人（3歳児） 

30人：1人（4・5歳児） 

学級担任 35人：1人 

職員資格 幼稚園教員免許及び保育士登録 

園舎等の場所 同一敷地内又は隣接敷地内 

 ⑴ 園舎の面積 

3～5歳児 1学級…180㎡ 

     2学級…320＋100×（学級数－2）㎡ 

0～5歳児 2歳未満児  乳児室又はほふく室  3.3㎡／人 

     2歳以上児  保育室又は遊戯室  1.98㎡／人 

 ⑵ 園庭の面積 

ア及びイを満たすこと 

 ア 2歳児以上 …3.3㎡／人 

 イ 2歳児   …3.3㎡／人 

   3歳児以上 …2学級以下 330＋30×（学級数－1）㎡ 

          3学級以上 400＋80×（学級数－3）㎡ 

 ⑶ 調理室 設置 

教育及び保育の内容 
幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づく等の基準を満たす教育

及び保育の内容に関する全体的な計画が策定されていること 

職員資質の向上等 
認定こども園の長及び保育に従事する職員の資質の向上を図ること

を目的とした研修の計画が策定されていること等 

子育て支援事業 
認定こども園の所在する地域の需要を市町村と連携すること等によ

り把握した子育て支援事業の計画が策定されていること等 

管理運営等 
認定こども園に1人の長を置くこと、開園日数及び開園時間が保護者

の就労の状況等の地域の実情に応じて定められたものであること等 

申請期限 

⑴ 事前承認申請 

  施設整備を伴う幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請を

しようとする場合は、工事着工予定日の３月前までに、施設の予

定所在地の市町村を経由して、愛知県健康福祉部子育て支援課へ

幼保連携型認定こども園設置認可事前承認申請書（事前承認申請

書様式）を提出し、設備基準について承認を受けた後に工事着工

すること 

  なお、市町村は、事前承認申請書を提出するに際し、申請内容

について、市町村子ども・子育て支援事業支援計画との整合性に

ついての意見書（意見書様式）を添付すること 

⑵ 設置認可申請 

  幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする場合

は、事業開始予定日の６月前までに、施設の予定所在地の市町村

を経由して、愛知県健康福祉部子育て支援課へ幼保連携型認定こ

ども園設置認可申請書を提出すること 

 

 



9 

  イ その他の望ましい基準 

   (ｱ) 運営全般 

     次に掲げる事項を満たした計画に基づき、事業を運営する。 

    ・幼児教育及び児童福祉の理念を持っている。 

    ・事業の継続性・安定性を保つことができる。 

    ・教育・保育の質を維持・向上できる体制が確保できる。 

    ・多様な教育・保育ニーズに対応したサービスを提供することができる。 

    ・子どもの発達・育ちを重視し、子どもを中心に据えた良好な教育・保育を実施することが

できる。 

    ・本市の伝統・文化・地産地消等、特性を活かした教育・保育ができる。 

    ・地域との交流や、地域のノウハウを活用した運営ができる。 

    ・資金計画や経営体質において健全で透明性のある経営が見込める。 

   (ｲ) 定員 

    ・認可定員は、90人以上140人以下を基本とする。 

    ・保育標準時間・保育短時間別の利用定員は設定しない。 

    ・利用定員は、認可定員の範囲で設定する。 

   (ｳ) 開所時間 

    ・概ね午前7時から午後6時半の間において、標準保育時間として11時間実施し、その後１時

間以上の延長保育を実施する。 

    ・標準保育時間のうち8時間を「コアタイム」として設定する。 

   (ｴ) 近隣住民への配慮 

    ・近隣住民や関係者に対し、設置に係る事前承認申請する旨を事前に説明し、一定の理解 

を得る。また、土地の測量、工事着工等の際には、再度必ず事前に近隣住民や関係者への

説明を実施する。 

    ・地域役職者（自治会長、民生・児童委員等）に事前説明する際には、あらかじめ市役所こ

ども未来課と調整する。 

    ・施設利用者の送迎車両の駐車対策は「重要な課題」と認識し、敷地内若しくは近隣に駐車

場を確保するようにし、絶対に路上駐車をさせないようにするとともに、併せて園児等の

安全確保についても万全を尽くす。 

 

 ⑵ 幼稚園型認定こども園の場合 

  ア 県による整備基準の遵守 

 幼稚園型認定こども園については、関係法令や運営の基準が幼保連携型認定こども園と異

なる部分があるため、愛知県が定める「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定

の申請手続き等について」及び関係法令に基づき認可又は整備をするものとする。 

  イ その他の望ましい基準 

    原則、幼保連携型認定こども園の場合と同様とするが、その適用に当たっては、移行前の幼

稚園の運営等を十分考慮するものとする。 
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３ 有識者への意見聴取等                       

  愛知県の「幼保連携型認定こども園設置の認可の申請等手続要領」に基づく、「市町村子ども・

子育て支援事業支援計画との整合性についての意見書」については、尾張旭市子ども・子育て会議

の意見のほか、近隣等の幼稚園又は保育園から聴取した意見等を踏まえ、総合的な観点をもって作

成する。 

  また、整備補助を伴う場合にあっては、財政措置の可否や補助制度の準備に必要な時間的等につ

いても勘案した上で、意見書を作成する。 



幼稚園入園状況調 

１ 尾張旭市内幼稚園 

（平成３０年４月１日時点 単位：人） 

幼稚園名 認可定員数 
園児数 

 うち尾張旭市民 

愛英本地幼稚園 ４０５ １６３ ７０ 

旭富士幼稚園 ４２０ １１３ １１１ 

しらぎく幼稚園 ４００ ２８５ １９８ 

東春暁幼稚園 ２０９ １９４ １９４ 

合 計 １，４３４ ７５５ ５７３ 

 

２ 市外で尾張旭市民の利用が多い幼稚園 

（平成３０年４月１日時点 単位：人） 

幼稚園名 所在地 認可定員数 
園児数 

 うち尾張旭市民 

ひまわり幼稚園 名古屋市守山区 ６２７ ６１８ １１７ 

みつる幼稚園 名古屋市守山区 ３１０ ２８８ ５５ 

第２若竹幼稚園 名古屋市守山区 ２９４ ２２４ ７５ 

金城学院幼稚園 名古屋市守山区 １７５ １２６ １８ 

志だみ幼稚園 名古屋市守山区 ３１０ ２０５ ４４ 

マリア幼稚園 瀬戸市 ２４０ ２２９ ６６ 

瀬戸幼稚園 瀬戸市 ４４０ ３８４ ８９ 

はちまん幼稚園 瀬戸市 ３１０ ２５０ ４６ 

真貴幼稚園 瀬戸市 ４２０ ３６２ ２０ 

菱野幼稚園 瀬戸市 ３１５ ３９７ ３９ 

合 計 ３，４４１ ３，０８３ ５６９ 

※主な市外幼稚園を抽出しているため、利用者総数とは異なります。 

Ｈ３０．５．３１ 追加資料 


